
平
成
二
十
三
年
二
月
四
日
提
出

質

問

第

四

七

号

ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
第
三
国
企
業
に
対
す
る
北
方
領
土
開
発
の
打
診
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博
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ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
第
三
国
企
業
に
対
す
る
北
方
領
土
開
発
の
打
診
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
九
月
二
十
九
日
、
「
近
い
将
来
、
必
ず
ク
リ
ル
を
訪
問
す
る
」
旨
の
発
言
を
し
て
い
た
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大

統
領
は
、
十
一
月
一
日
の
日
本
時
間
午
前
九
時
過
ぎ
、
国
後
島
を
訪
問
し
た
。
右
を
受
け
、
同
月
三
日
、
ロ
シ
ア
の
ラ
ブ
ロ
フ

外
務
大
臣
は
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
今
後
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
の
訪
問
も
検
討
し
て
い
る
旨
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、

同
大
統
領
に
よ
る
訪
問
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
十
二
月
十
三
日
に
シ
ュ
ワ
ロ
フ
第
一
副
首
相
が
、
本
年
一
月
二
十

日
か
ら
二
十
一
日
に
か
け
て
ブ
ル
ガ
コ
フ
国
防
次
官
が
、
そ
し
て
同
月
三
十
一
日
か
ら
二
月
一
日
に
か
け
て
バ
サ
ル
ギ
ン
地
域

発
展
大
臣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
後
島
、
択
捉
島
を
訪
問
し
て
い
る
。
右
を
受
け
、
二
月
三
日
、
ル
カ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
報
道
官
が
「
日

本
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
我
が
国
の
こ
の
地
域
の
発
展
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
大
統
領
が
定
め
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め

に
欠
か
せ
な
い
」
と
の
発
言
（
以
下
、
「
報
道
官
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
バ
サ
ル
ギ
ン
大
臣

が
、
両
島
訪
問
後
、
北
方
領
土
と
千
島
列
島
へ
の
開
発
を
、
韓
国
の
企
業
に
打
診
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
承
知
す

る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
報
道
官
発
言
」
に
関
す
る
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

二

「
報
道
官
発
言
」
を
受
け
、
政
府
、
特
に
外
務
省
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
て
い
る
の
か
説

一



明
さ
れ
た
い
。

三

北
方
領
土
問
題
は
我
が
国
と
ロ
シ
ア
の
二
国
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
が
、
同
時
に
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
、
択
捉

島
の
四
島
が
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
、
国
際
社
会
に
向
け
て
訴
え
、
正
し
い
国
際
世
論
を
形
成
し
て
い
く
こ
と

も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
右
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
ど
の
よ
う
な
努
力
を
重
ね
て
き
た
の
か
説

明
さ
れ
た
い
。

四

前
文
で
触
れ
た
、
バ
サ
ル
ギ
ン
大
臣
に
よ
る
韓
国
企
業
へ
の
打
診
に
関
し
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
詳
細
を
把
握
し
て
い

る
か
。

五

バ
サ
ル
ギ
ン
大
臣
が
北
方
領
土
を
訪
問
し
た
こ
と
に
関
し
、
枝
野
幸
男
内
閣
官
房
長
官
は
、
一
月
三
十
一
日
の
記
者
会
見

で
「
大
変
遺
憾
だ
。
事
実
関
係
を
確
認
の
上
、
そ
う
し
た
事
態
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
厳
し
く
我
が
国
の
姿
勢
と
遺
憾
の
意
を

伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
旨
述
べ
て
い
る
と
承
知
す
る
。
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
バ
サ
ル
ギ
ン
大
臣
に
よ
る

韓
国
企
業
へ
の
打
診
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

バ
サ
ル
ギ
ン
大
臣
に
よ
る
韓
国
企
業
へ
の
打
診
を
受
け
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
韓
国
政
府
に
対
し
何
ら
か
の
意

見
を
伝
え
て
い
る
か
。

二



七

韓
国
企
業
に
限
ら
ず
、
第
三
国
の
企
業
に
よ
る
北
方
領
土
へ
の
投
資
は
、
現
時
点
で
も
既
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知

す
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
右
の
詳
細
な
状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。

八

七
の
状
況
を
受
け
、
北
方
領
土
へ
の
投
資
を
行
っ
て
い
る
企
業
の
国
の
政
府
に
対
し
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
こ
れ

ま
で
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
て
き
て
い
る
の
か
、
可
能
な
範
囲
で
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


